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第 170 回

職員Ｙは、介護付き有料老人ホームのケ

アマネージャー（計画作成担当）として介

護の業務に従事する職員である。

Ｙは入居者Ｘ（認知症）の入浴介助のた

め、リクライニング式車いすを１人で誘導

し大浴場に入ろうとしたところ、突然Ｘが、

不穏状態であったため風呂場に入るのを嫌

がり、両手で入口の扉を持って車いすに

座ったまま強くバックし、Ｘが扉に挟まれ

ないようにその手を扉から離そうとしてリ

クライニング式車いすの取っ手を離したた

め、車いすの取っ手でＹの右胸中心部を強

打した。医師の診断を受けたところ、右肋

間筋損傷の診断を受け治療を受けたもので

ある。

労災保険給付の原因である災害が第三者

の行為などによって生じた場合、労災保険

の受給権者である被災労働者に対して、第

三者が損害賠償の義務を有している。

このケースに関して、Ｘの行為が災害の

原因ではあるが、Ｘが要介護３程度の認知

症であり、責任能力に欠けることおよびＹ

もＸに対し損害賠償請求はしない旨の確約

を得たため、「第三者行為災害」の届けを

することなく労災保険の給付を受けた。

【第三者行為災害】
第三者行為災害に該当する場合には、被

災者などは第三者に対し損害賠償請求権を

取得すると同時に、労災保険に対しても給

付請求権を取得することになる。

このため、「労災保険法」では第 12 条

の４（第三者の行為による事故）において、

が

え
る
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第三者行為災害に関する労災保険給付と民

事損害賠償との支給調整を次のように定め

ている。

①被災者等が第三者から先に損害賠償を

受けた時は、政府は、その価額の限度で労

災給付をしないことができる（「控除」）。

②先に政府が労災保険給付をしたとき

は、政府は、被災者等が第三者に対して有

する損害賠償権を労災保険給付の価額の限

度で取得する（政府が取得した損害賠償請

求権を行使することを「求償」という）。

【損害賠償責任】
第三者が被災者などに対して「損害賠償

の義務があること」が第三者行為災害の要

件となっているが、これは、民法などの規

定により、第三者の側に民事的な損害賠償

責任が発生した場合をいう。

労災保険は、本来、使用者の無過失責任

として補償義務が定められているものを、

政府が管掌する保険制度としているもので

ある。一方、労働基準法 84 条 1 項で「こ

の法律に規定する災害補償の事由につい

て、労働者災害補償保険法又は厚生労働省

令で指定する法令に基づいてこの法律の災

害補償に相当する給付が行われるべきもの

である場合においては、使用者は、補償の

責を免れる」としている。

さらに同条 2 項では、「使用者は、この

法律による補償を行った場合においては、

同一の事由については、その価額の限度に

おいて民法による損害賠償の責を免れる」

としている。

この事案は、入居者 X（第三者）が関わっ

ている災害で、第三者行為災害と捉えるこ

とも考えられる。「第三者行為災害」とは

保険者である国（労働基準監督署長）と被

保険者である被災労働者の他に第三者が関

わっている災害。交通事故が典型的なもの

だが、飲食店の店員や駅員が客から受ける

暴力なども当てはまる。

第三者の加害行為による災害の場合で

も、加害者と被害者の間に私的な怨恨関係

がなく、災害の原因が業務にあって、業務

と災害との間に相当因果関係が認められる

場合には、業務起因性があると判断される。

交通事故以外の第三者行為災害の場合に

は、一般的には労働基準監督署から加害者

に全額求償することが多くある。使用者に

責任があることは少なく、ほとんどは加害

者に全額求償されることとなる。

しかしながら、今回の場合でみると、自

分の行為の結果の善悪を判断することので

きる能力を持っていれば、入居者 X に対し

求償するが、重度の認知症で判断能力に欠

けると判断される場合には、責任能力がな

いとされ、本人に損害賠償請求はできない。

職員 Y の業務である介護は、いつも認

知症入居者の入浴や着替えを行う業務であ

り、災害そのものは本来の業務が持ってい

る危険が具体化したものであり、業務に起

因することは明らかである。むしろ、施設

の安全配慮義務違反や注意義務違反が問わ

れることのないよう、作業手順の見直しが

必要になってくる。




